
川

越

市

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

条

例

施

行

規

則 
（

趣

旨

）

 
 

第

一

条

 
こ

の

規

則

は

、

川

越

市

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

条

例

（

令

和

二

年

条

例

第

八

号

。

以

下

「

条

例

」

と

い

う

。

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

休

業

日

） 

第

二

条

 

川

越

市

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

（

以

下

「

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

」

と

い

う

。
）

の

休

業

日

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

と

す

る

。

た

だ

し

、

市

長

は

、

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

れ

を

変

更

し

、

又

は

臨

時

に

休

業

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

一

 

条

例

第

二

条

第

一

号

の

事

業
 

次

に

掲

げ

る

日 

 
 

イ

 

日

曜

日

及

び

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）

に

規

定

す

る

休

日 

 
 

ロ

 

十

二

月

二

十

九

日

か

ら

翌

年

の

一

月

三

日

ま

で

の

日

（

イ

に

掲

げ

る

日

を

除

く

。
）

 

 

二

 

条

例

第

二

条

第

二

号

の

事

業

 

十

二

月

二

十

九

日

か

ら

翌

年

の

一

月

三

日

ま

で

の

日 

（

利

用

時

間

） 

第

三

条

 

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

の

利

用

時

間

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

時

間

と

す

る

。 

一

 

条

例

第

二

条

第

一

号

の

事

業

 

午

前

七

時

か

ら

午

前

八

時

三

十

分

ま

で

及

び

午

後

五

時

か

ら

午

後

八

時

ま

 
 

 
 

 

で 

 

二

 

条

例

第

二

条

第

二

号

の

事

業

 

午

前

八

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

ま

で 

） 



２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

市

長

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

時

間

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

職

の

設

置

等

） 

第

四

条

 

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

に

、

事

務

長

を

置

く

。 

２

 

事

務

長

は

、

上

司

の

命

を

受

け

、

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

の

事

務

を

掌

理

す

る

。 

（

定

員

） 

第

五

条

 

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

の

利

用

に

係

る

児

童

（

以

下

「

利

用

児

童

」

と

い

う

。
）

の

定

員

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

人

数

と

す

る

。 

一

 

条

例

第

二

条

第

一

号

の

事

業
 

三

十

人

の

範

囲

内

で

市

長

が

別

に

定

め

る

人

数 

二

 

条

例

第

二

条

第

二

号

の

事

業

 
二

十

人

の

範

囲

内

で

市

長

が

別

に

定

め

る

人

数 

（

条

例

第

二

条

第

一

号

の

規

則

で

定

め

る

施

設

） 

第

六

条

 

条

例

第

二

条

第

一

号

の

規

則

で

定

め

る

施

設

は

、

次

に

掲

げ

る

施

設

と

す

る

。 

一

 

就

学

前

の

子

ど

も

に

関

す

る

教

育

、

保

育

等

の

総

合

的

な

提

供

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

七

十

七

号

）

第

二

条

第

六

項

に

規

定

す

る

認

定

こ

ど

も

園

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

認

定

こ

ど

も

園

」

と

い

う

。
）

で

あ

っ

て

次

に

掲

げ

る

も

の 

 

イ

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

第

二

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

同

法

第

十

九

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

区

分

に

つ

い

て

の

認

定

及

び

同

法

第

三

十

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

同

法

第

三

十

条

の

四

第

二

号

に

掲

げ

る

区

分

に

つ

い

て

の

認

定

を

受

け

た

当

該

利

用

児

童

が

利

用



す

る

認

定

こ

ど

も

園

で

あ

っ

て

、

児

童

福

祉

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

三

年

厚

生

省

令

第

十

一

号

）

第

三

十

六

条

の

三

十

五

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

幼

稚

園

型

一

時

預

か

り

事

業

（

次

号

に

お

い

て

「

幼

稚

園

型

一

時

預

か

り

事

業

」

と

い

う

。
）

又

は

預

か

り

保

育

を

実

施

し

て

い

る

も

の 

 

ロ

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

第

二

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

同

法

第

十

九

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

区

分

に

つ

い

て

の

認

定

を

受

け

た

当

該

利

用

児

童

が

利

用

す

る

認

定

こ

ど

も

園 

二

 

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚

園

で

あ

っ

て

幼

稚

園

型

一

時

預

か

り

事

業

又

は

預

か

り

保

育

を

実

施

し

て

い

る

も

の 

（

条

例

第

二

条

第

二

号

の

規

則

で

定

め

る

一

時

預

か

り

事

業

） 

第

七

条

 

条

例

第

二

条

第

二

号

の

一

時

預

か

り

事

業

の

う

ち

規

則

で

定

め

る

も

の

は

、

児

童

福

祉

法

施

行

規

則

第

三

十

六

条

の

三

十

五

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

一

般

型

一

時

預

か

り

事

業

で

あ

っ

て

市

長

が

別

に

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

条

例

第

三

条

の

規

則

で

定

め

る

や

む

を

得

な

い

事

由

） 

第

八

条

 

条

例

第

三

条

の

規

則

で

定

め

る

や

む

を

得

な

い

事

由

は

、

次

に

掲

げ

る

事

由

と

す

る

。 

一

 

配

偶

者

か

ら

の

暴

力

の

防

止

及

び

被

害

者

の

保

護

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

三

年

法

律

第

三

十

一

号

）

第

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

配

偶

者

か

ら

の

暴

力

（

同

法

第

二

十

八

条

の

二

に

規

定

す

る

関

係

に

あ

る

相

手

か

ら

の

暴

力

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

配

偶

者

か

ら

の

暴

力

」

と

い

う

。
）

を

受

け

、

当

該

配

偶

者

か

ら

の

暴

力

を

避

け

る

た

め

、

市

内

に

一

時

的

に

居

所

を

定

め

た

こ

と

。

 
 
 

二

 

暴

風

、

竜

巻

、

豪

雨

、

豪

雪

、

洪

水

、

崖

崩

れ

、

土

石

流

、

高

潮

、

地

震

、

津

波

、

噴

火

、

地

滑

り

そ

の



他

の

異

常

な

自

然

現

象

又

は

大

規

模

な

火

事

若

し

く

は

爆

発

に

よ

り

住

居

が

滅

失

し

、

又

は

著

し

く

損

傷

し

た

こ

と

に

よ

り

、

市

内

に

一

時

的

に

居

所

を

定

め

た

こ

と

。 

三

 

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

特

に

市

長

が

認

め

る

事

由 

（

利

用

の

申

請

） 

第

九

条

 

条

例

第

四

条

第

一

項

の

利

用

の

決

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

市

長

が

別

に

定

め

る

日

ま

で

に

、

条

例

第

二

条

第

一

号

の

事

業

に

係

る

も

の

に

あ

っ

て

は

川

越

市

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

利

用

申

請

書

（

送

迎

保

育

）

（

様

式

第

一

号

）

を

、

同

条

第

二

号

の

事

業

に

係

る

も

の

に

あ

っ

て

は

川

越

市

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

利

用

申

請

書

（

一

時

預

か

り

）

（

様

式

第

二

号

）

を

市

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

利

用

の

決

定

等

） 

第

十

条

 

市

長

は

、

前

条

に

規

定

す

る

申

請

書

の

提

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

の

利

用

の

可

否

を

決

定

し

、

川

越

市

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

利

用

決

定

（

利

用

不

可

決

定

）

通

知

書

（

様

式

第

三

号

）

に

よ

り

当

該

申

請

者

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

利

用

中

止

の

届

出

） 

第

十

一

条

 

条

例

第

二

条

第

一

号

の

事

業

に

係

る

利

用

者

（

第

十

四

条

第

一

号

に

お

い

て

「

利

用

者

」

と

い

う

。
）

は

、

当

該

利

用

児

童

が

条

例

第

三

条

第

一

号

に

掲

げ

る

児

童

で

な

く

な

っ

た

と

き

は

、

直

ち

に

、

川

越

市

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

利

用

中

止

届

（

様

式

第

四

号

）

に

よ

り

市

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

条

例

第

六

条

の

規

則

で

定

め

る

日

） 

第

十

二

条

 

条

例

第

六

条

の

規

則

で

定

め

る

日

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定



め

る

日

と

す

る

。 
一

 
条

例

第

二

条

第

一

号

の

事

業

 

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

の

利

用

に

係

る

月

の

前

月

の

末

日

（

条

例

第

四

条

第

一

項

の

利

用

の

決

定

後

最

初

の

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

の

利

用

に

係

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

当

該

利

用

に

係

る

月

の

末

日

） 

二

 

条

例

第

二

条

第

二

号

の

事

業

 

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

日

 
 

２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

項

第

一

号

に

掲

げ

る

日

が

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

休

業

日

に

当

た

る

と

き

は

、

そ

の

日

以

後

の

直

近

の

同

号

に

規

定

す

る

休

業

日

以

外

の

日

と

す

る

。 

（

使

用

料

の

減

免

手

続

） 

第

十

三

条

 

条

例

第

七

条

の

規

定

に

よ

り

、

使

用

料

の

減

額

又

は

免

除

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

使

用

料

減

免

申

請

書

(

様

式

第

五

号

)

を

市

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２

 

市

長

は

、

前

項

に

規

定

す

る

申

請

書

の

提

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

速

や

か

に

、

そ

の

内

容

を

審

査

の

上

適

否

を

決

定

し

、

使

用

料

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

を

決

定

し

た

と

き

は

使

用

料

減

免

決

定

通

知

書

(

様

式

第

六

号

)

に

よ

り

、

使

用

料

を

減

額

し

、

又

は

免

除

し

な

い

こ

と

を

決

定

し

た

と

き

は

使

用

料

減

免

不

可

決

定

通

知

書

(

様

式

第

七

号

)

に

よ

り

当

該

申

請

者

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。 

 

（

条

例

第

八

条

た

だ

し

書

の

規

則

で

定

め

る

事

由

） 

第

十

四

条

 

条

例

第

八

条

た

だ

し

書

の

規

則

で

定

め

る

事

由

は

、

次

に

掲

げ

る

事

由

と

す

る

。 

一

 

利

用

者

又

は

当

該

利

用

児

童

が

疾

病

、

障

害

等

の

理

由

に

よ

り

、

月

の

初

日

か

ら

末

日

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

を

利

用

し

た

日

が

な

い

こ

と

（

利

用

者

が

条

例

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

利

用

の

決



定

を

取

り

消

さ

れ

、

又

は

利

用

の

停

止

を

命

ぜ

ら

れ

た

こ

と

に

よ

り

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

っ

た

場

合

を

除

く

。
）
。

 

二

 

前

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

特

に

市

長

が

必

要

と

認

め

る

事

由 

（

そ

の

他

） 

第

十

五

条

 

こ

の

規

則

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

必

要

な

事

項

は

、

市

長

が

別

に

定

め

る

。 

 
 

 

附

 

則 

 

こ

の

規

則

は

、

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 

一

 

第

九

条

の

規

定

 

公

布

の

日 

二

 

第

六

条

第

一

号

イ

及

び

第

二

号

の

規

定

 

令

和

四

年

四

月

一

日 

 様

式

 

（

略

） 


